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19世 紀 イ ギ リス にお ける

女性労働 と低賃金

吉 田 恵 子

は じめ に

18世紀末から19世紀にかけて、イギ リス社会 を特徴づけたのが領域分

離 とい う考えであったω。男性 と女性の場 を厳密に分け、男性には公的領

域 を、女性には私的領域 を割 り振 ったのである。 もともとは中流階級の

イデオロギーであったが、19世 紀後半には、その実現形態こそ違 え、労

働者階級に も広がっていった。中流階級が公的場イコール雇用イコール

男性、私的場イコール家庭 イコール女性 と割 り振って、雇用の場か らご

く例外 を除いて女性 を排除しようとしたのに対 して、労働者階級の場合

は、男性の賃金がそれを可能にするほど高 くはないとい う経済理由によ

り、かかる排除は不可能であった②。そのかわ り雇用の場に領域分離を持

ち込み、男性の職場 と女性のそれ とを厳密に分けた。形 こそ違え、領域

分離は労働者階級に も持ち込 まれたのである。ただ しこのことだけを

とって も、労働者階級に とっての領域分離が、単に中流階級の生活様式

を模倣 したのに とどまるものではないことが明らかである。彼らにとっ

て領域分離の意味はどこにあったのか。

結論 を先取 りして言えば、それはまさに生活維持のための戦略であっ

た。当時の労働者階級の家計は、夫か らの収入のみで生計 を維持 できる

家族 はご く例外 であった。で きるだけ多 くの家族構成員の収入 を持 ち

寄っては じめて生存が可能となるのが現実であり、そのため女性 も他の

活動 との調整を図 りなが ら、雇用労働に参加 していた。その際大 きな問
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題 となるのが女性の低賃金であった。この低賃金は販売市場 をめ ぐる競

争が激 しくなるにつれて、資本に とって強力な魅力 となり、可能な限 り

女性 を雇用 しようとの誘因が生 まれる。 このような動きに対する最 も直

接的な抵抗が、男性労働者によるス トライキである。かか るス トライキ

の例については枚挙の暇が無い(3)。

一方、ス トライキのような直接的対応に対 し、もっと構造的な形での

対応が、職場や家庭 における男女の分離であった。男女の領域 を厳密に

分けて しまえば、そこでは両者の摩擦は起こらない。分離政策は、女性

の低賃金による雇用労働を、社会の中に組み込んでいこうとす る要請か

ら生 じたと捉えることができるのである。そのメカニズムについては別

稿において論ずるとして㈲、 ここではその前提 としての女性の低賃金に

ついて考察す る。工業化の段階において、女性の賃金はどう決められ、

どう認識され、そ してどのような意味をもったのか、これが本論の課題

である。

第1章 女性の賃金 を決定 した要因

女性の賃金は常に、工業化のはるか以前から低かった。ベネッ トはそ

れ を12世紀 までさかのぼらせている。彼女によれば、中世の女性の賃金

は男性のおよそ2分 の1か ら3分 の1で あ り、現代のアメ リカにおける

格差 と気味が悪いほどに似ているという(5)。おそら くは力の差や、子育て

などの負担がその原因 となったのであろう。問題 としたいのは、工業化

の以前において女性の賃金が低かった、その原因ではない。工業化がそ

の格差 を前提 として新たな産業組織 さらにはそれに適合的な家庭 を編

成 したこと、国家がそれを後押 ししたこと、それがさらに低賃金に代表

される劣悪な労働条件 となって女性にはね返っていったということであ

る。女性の低賃金については、いかなる要因がそれ をもたらしたのかに

ついては議論がなされる。だがむしろ、逆の側面にも注目すべ きではな
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いか(6)。女性の賃金が低賃金であったからこそ、資本はプロ ト工業化の段

階か ら、 さらには産業革命期において、その労働力 を利用 した。女性た

ちは産業革命期に、「労働力供給を実際に安価に したのはこの婦人 と児童

の雇用であった(η」 というメリッ トを、資本に提供 したのである。

まず女性の賃金はどのように して、 どう決 まったのか。賃金は地域や

職種、年齢等によってさまざまであり、一般化することが出来ないのは

勿論であるが、産業革命期に女性の賃金は男性のそれの2分 の1か ら3

分の1ほ どであったとされる㈹。この賃金格差は、女性に対 しては市場価

格が支払われず、慣習によって支払われ るという不 当な対応の結果 とみ

なされる。慣習とは家族賃金のイデオロギーであったり、雇用主の女性

労働に対する伝統的思考であった り、母性への信仰であった りする。だ

表1工 業労働における賃金格差

職 種 女 性 男 性 格差

1824Glasgow ミュ ー ル紡 績 15s.一18s./wk 23s.一24s./wk 0.70

1833Perthshire ミュ ー ル紡 績 9s.一11s/wk 13s.一16s/wk 0.69

1833Perthshire ス ロ ッス ル紡 績 6s.一7s/wk

1833Lancashire 綿工場 8.60s./wk 19.12s./wk 0.45

1833Glasgow 綿工場 7,08s./wk 19.27s./wk 0.37

1833Aberdeen 綿工場 5.97s./wk 14.73s./wk 0.41

1833N,England ウー ル工場 7.16s./wk 21.53s./wk 0.33

1833Gloucs. ウー ル工場 5.47s./wk 13.23s./wk 0.41

1833Leeds フ ラ ックス工 場 6.32s./wk 18.33s./wk 0.34

1833Scotland フ ラ ックス工 場 5.80s/wk 14.16s./wk 0.41

1833Derby シルク工場 6.61s./wk 20.49s./wk 0.32

1833Paisley シル ク工場 7.10s./wk 15.27s./wk 0.46

1833Derby レー ス工 場 8.24s./wk 20.77s,/wk 0.40

1833Devonshire レー ス工 場 5.31s./wk 16.12s./wk 0.33

1833Aberdeen 製紙工場 5.30s./wk 13.14s./wk 0.4(

1840Norwich シル ク工場 5s.5d./wk 14s.10d./wk 0.37

出 典:J.Burnett,"Aninvestigationofthefemalemalewagegapduringthe

industrialrevolution",Economic砒'o勿y1～ ω ゴz〃,vo1.50.No.2,1997,PP

258-9.Table1よ り抜 粋
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がこれに対 し、人的資本の点からみてその格差は適正な ものだとみる見

方もある。その代表的なものがJ.バ ーネッ トである(9)。フェミニス ト的な

視点に対する批判であり、以下まずその主張 を検討 したい。

産業革命期の工場労働における男女の賃金 ギャップは表1に 示す通 り

である。ミュール紡績工の約7割 という高い数字があるが、これはスコッ

トラン ドにのみ存在する例外的存在であ る。その他は3分 の1か ら2分

の1と い う、通説どお りの数字 となっている。だがバーネッ トによれば、

これは賃金wageで はな く稼得高earningで ある可能性が高い。 たとえ

出来高給が同じであったとしても、女性は労働時間が短いので稼得高は

低 くなるし、家族給の場合には、男性の賃金に吸収 されてしまうので、

男性の稼得高が実際 よりも高 くなる。賃金のギャップは実際にはもっと .

小さい可能性があるという('0)。

次に人的資本の差がある。長 く労働市場に とどまる可能性のない女性

には教育 ・訓練が与えられるこ とが少な く、子供 を産むことで仕事 を休

む可能性が高い。 また産業革命期には依然 として肉体的力を必要 とする

職種が多かったが、これをもっていない という点で も男性に劣 る。 これ

らの点か ら見れば女性の生産性は男子のおよそ2分 の1程 度であって、

これは まさに賃金 ギャップに相当す る(11}。つ まり男女はそれぞれの生産

性に見合 った賃金を得ていたのであって、そこに差別はなかった。 もし

賃金差別があって女性が不当に安い賃金 しか得ていなかったとすれば、

資本家は当然男子に代えて女子を使 ったはずである。差別賃金が出現す

るのは独 占的労働市場があるときのみであって、競争的市場が存在 して

いた当時にあっては維持す ることはで きない。またこのギャップが広

がっているのは、女性の持つ技術、つまり手先の器用さに対する需要が

機械の出現によって減少 したか らであって、これも合理的な理由にもと

つ くものである。確かに女性に対する差別はあったが、賃金ではな く、

訓練 を受ける機会がないなど別の形 をとったのであって、こと賃金につ

いては不当な差別はなかった。以上がバーネ ットの主張である。
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この論文はアシュ トン賞をえて、高い評価 を受けた ものであるが、幾

つかの疑問がある。まず賃金差別があるのな ら、女性は男子労働者にとっ

て代 わっていたはずであるというが、そもそもこの時期 をつ らぬ く雇用

原理が、男女の職場 を厳密に分ける分離政策であることを考えれば、自

由な市場があったとは とてもいえない。またこの時期の労働争議の多 く

は、まさに新たな職種に、つまり分離政策の確立 していない職種に、賃

金の安い女性 を雇用 しようとした資本 と、それに抵抗す る男子労働者 と

の対抗に端を発するものであった。1820年 代30年 代 ロン ドンの男性仕立

て職人は女性 を雇おうとした雇用主に反対 してス トライキを行い、ノッ

ティンガムや レスターのメリヤス工業でも、女性に替えようとす る試み

に対 して、男性によるス トライキが頻繁に起 こった。1872年 にダー ビー

のシル ク産業では、組合を作ろうとした男子労働者に対 して女子を導入

したことで20週 にわたるス トライキが勃発、結局男子労働者は敗北 して

いる働。そこに差別賃金があったか らこそ、資本は女性 を雇用 しようと

した とみるべ きなのではないか。また人的資本の点か ら言っでも、女性

の価値 は低い というが、それではなぜ女性に教育訓練が与えられないか

といえば、低い賃金がそれ を阻んでいるのである。訓練 を与えてもそれ

が高賃金に結びつかないのであれば、訓練への誘引は出てこない。低賃

金は人的資本の低さの結果なのではな く、む しろその原因とも考えられ

るのである。

女性の賃金が、慣習によって決 まったのではないか というのは、当時

行 われたい くつかの調査で裏付けることができる。1906年 にバー ミンガ

ムの女性の雇用について調査 をおこなったキャ ドパ リーは、次のように

指摘 している。「働 く女性について、最 も注目すべ き事実は、その労働、

労働条件、賃金について、当然のこととして受け入れて しまっているそ

の考 え方である」。たとえ女性が男性に とって代 わった場合でも、女性は

はるかに低い賃金 を、すなわちその技能に応じた額ではな くある一定額、

10～12シ リングを支払われ るだけであ り、ではその額はどうして決 まる
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のか といえば、「雇用主達は,こ のような額が、女性たちがバー ミンガム

で得 ている額であるからという返答以外出来なかった('3)」と。1909-10

年に ヨー クシャーの既婚女性について調査 したハッテンス も、 ウール産

業でほぼ同 じ仕事 をしている男女の賃金格差について、「女性の賃金は習

慣、慣習によって決まるのであって、仕事や生産高の違いは完全には考

慮 されないのだ(14)」と述べている。

そ もそも男性の賃金ですら、はたして生産性に基づ いて決 まっていた

かどうかは疑問である。森建資によれば コモン ・ローにおいて、賃金は

契約当事者間で自由に決められるものである一方で、報酬は社会的に適

正でなければならないとする考えも同時に存在 してお り、そもそも俸給

と仕事量 とは対応づけられていなかったとい う(15)。ボブスボームも、女

性の賃金は男性のそれとの関連で決まるが、男性の賃金にして も 「重要

なことは、労働者の賃金計算が、長らく、そ して今 なおある程度、主に
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75

市場計算ではなく慣習的計算 として残 っていることである(16)」と述べて

いるのである。

男性の賃金が人的資本に基づいていたか否かについては、1833年 の綿

工業の賃金についてのブーツの研究が、女性のそれに も言及 してお り興

味深い。彼によれば、1833年 の賃金曲線は図1の 通 りであ り、今 日のそ

れ と似ており、人的資本の理論 と一致す る。10代 末 までは賃金は緩やか

にしか上昇 しないが、 これは訓練 を受けている期間だか らである。その

後、35歳 にピー クに到達するまで急上昇す る。これは技術の習得 による

生産性の上昇に対応す るものである。男性の賃金は、家族責任に対応 し

たものであるとい う説に対 しては、独身男性に も高賃金が払われている

こと、 また家族 を持つ女性には低賃金 しか払われていないことか ら、こ

れは当てはまらない。男性の賃金はその生産性に対応しているのだ と結

論す るのである('7)。だがこれは根拠にな りうるのだろうか。男性 と女性

をまずグループ分け して、男性には家族負担に見合 う高賃金 を、女性に

は補助労働者 としての低賃金を想定 し、そのような高賃金に見合 う生産

性を確保 しなければならなかったので、'男性には技術訓練をあたえ、女

性にはその必要がなかったのだ という見方 も成立す るのである('8)。

このブーツにして も、女性の賃金については別の見方をする。女性の

賃金は15歳 ぐらいまでは男性 と同じカーブを描 くが、19歳 でピークに達

し、以後横ばい状態になる。この低賃金を説明するには3つ の仮説が考

えられ る。第一の仮説。15歳 までは男子 と同じく人的資本への投資が行

われるが、その質が違 う。男子が訓練され るのは紡績工程であるが、女

子の場合は不熟練職種 である織布や疎綿工程である。 また訓練 を与える

雇い主は男子の場合はその親であるのに対 し、女子の場合は工場主であ

る。 どちらが訓練により熱心 となるかは明 らかである。 また生涯におけ

る労働時間も女性の場合短い。まず退職年齢が男子平均45歳 に対 し、女

子は41歳 。女性は7.5人 の子供 を生む として、一人平均一年休むので7.5

年、また病気にもかか りやす く6ヶ 月多く病欠するとして、結局10歳 で
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入賊 した女性は雇用期間が23年 であるのに対 し、男性の場合は35年 。こ

の質 ・量の違いが低賃金 となって現れるのである。

第二の仮説。女性は15歳 まで男子と同 じ訓練 を受けるが、不熟練労働

者 とみなされているため賃金が低い。 これは差別であるが、その原因は

組合 の力などもあるが、一方で家庭 と職場 との出入 りを容易にすること

で家庭責任、特に子育てを果 たしたい女性 自身の意向でもある。 とすれ

ばこれは、子育ての コス トとも言える。

第三は、女性の賃金はまったく不熟練労働者のそれであって、将来の

見通 しも限 られているため女性は訓練 も受けず、不熟練労働者 としての

賃金 をたどる㈹ というものである。

この3つ に対 して、まず一番現実的でないのは三番 目だ という。 多く

の雇用主は女性の持つ技術 を求めたのであって、女性が技術を持たない

不熟練労働者 とは決 していえない。一番 目についていえば、それな りの

妥当性はあるが、 しか したとえ女性が男性 と同じ期間働いたとして も、

やは り生涯賃金は異なったはずである。若年期に受けた訓練が賃金に反

映されていないのであって、その技術 を生かす場が限定 されてしまって

いるからである。 となると第二の仮説が、説得力をもつ。家庭 と両立す

るための対価 として女性の低賃金 を捉 える'ことができるとしているので

ある(20)。しか しこれにも疑問は残る。家庭 と両立 させ るのに、何 も家庭

を優先 させるしか道はなか ったわけではない。いわゆる家事労働なるも

のが形成されて くるのが ようや くこの頃であ り、それに対処す るには社

会化や協 同化の道 もあった。育児にしても年長の子供に見 させ たり、近

所の人に頼んだ り、方法はあった⑳。 しか しそうではなく、家事 を家庭

内に取 り込んでいったのは何故か。賃金が低 くて、他人に金銭で任せ る

という方法が割に合わなかったからである。 ここでもむ しろ低賃金こそ

がまず人々の行動を規定 していった と考えられるのである。工業化以前

に存在 していた女性の低賃金が、慣習 として工業化社会に貫徹 したと考

えるべきである。
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第2章 女性の低賃金 はどのように認識 されたか

一般的に男子の場合は、生産性 を上げる余地のあるところでは、労働

意欲 を刺激するもの として高賃金が容認 される場合もあった。つまり古

い形のパ ターナ リズムが拒否され或いは消滅する中で、それに代 わるも

の として高賃金が労働者の定着率や忠誠心 を確保す ると認識 されたので

ある(22)。E.J.ホブスボームに言わせれば、「男性労働者は もとより大雇用

主 もゲームのルールを学びつつあった。すなわちもっと高い支給、最 も

短い労働時間、共通の利益 という協定された領域が、低賃金による大々

的な搾取にとって変われば、生産性に有益な効果がもたらされうる、 と

いう方式(23}」が定着 しつつあったのである。

ところが、女性め場合は、むしろ低賃金が正当化 された。産業革命期

の代表的政治経済学者A.ユ アーは次のように述べている。「工場の女性

は男性よりもはるかに低い賃金 を受け、 このため哀れまれてきたが、こ

れは浅はかな同情である。彼女達の労働の価値が低 いか らこそ家事労働

が最 も納得のい く職業になるのであり、彼女達が工場へ行 ってその子供

連の世話を放棄 しようとするのを妨げるのである(24)」。そ してそれから

7、80年 が経 ち、タイピス トという新 しい職業分野が登場 したときに、彼

女達の低賃金は 「その労働の価値 ではな く、社会秩序の礎 としての家族

を守るための道徳的必然 として決め られた㈹ 」という状況との間に、何

らの変化 もなかったのである。家族 とい う単位の もとで、男女の賃金に

は別個の基準が当てはめ られ、女性には生産性 とは別の論理で賃金が決

まっていたのである(26}。

そもそも19世紀イギリスの経済的行動に大 きな影響 を与えた古典派経

済学著たちは、男性の賃金 とは家族の生計費であると考 えていた。そう

でなければ 「この労働者 という種族は、一世代を超えて生 き延びること

が出来ないであろう」し、一方結婚 した女性の賃金は、「彼女が、子供の
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世 話 をす る必 要 が あ る ため 、 彼 女 自身 の 必 要 を維 持 す る だ け の もの と想

定 さ れ る(27》」 の で あ る。

19世 紀 特 に 後 半 に な る と い くつ か の 賃 金 調査 が 出 現 した。 代 表 的 な も

の は1885年 の リー バ イ に よ るWagesandearningsoftheworking

classes(28)と1900年 の バ ウ リー に よ るWagesintheUnitedKingdom勿

魏6疵 ηθ漉 η漉66η 伽 が29)で あ る。 ど ち ら の調 査 に も女 性 の 低 賃 金 は 明 白

に 表 され て い るが 、 そ れ を問 題 祝 す る指 摘 は な い。 リー バ イ の場 合 、 高

賃 金 と低 賃 金 が 労 働 者 の モ ラ ル に 及 ぼ す 影 響 を 比 較 し て 、 高 賃 金 の メ

リッ トを力 説 して い る㈹ に もか か わ らず 、女 性 の 低 賃 金 の 問 題 点 を問 お

う と い う姿 勢 は な い。

表2フ ル タイム での 女性工 場 労働者 の賃 金

平 均 最 高

造花 8sto12s 18s

製本 9stolls 16s

箱 8sto16s 20s
"一

フ フ シ 8sto15s 20s
'菓子

8sto14s 15s,18s

襟 11sto15s 17s

帽子 8sto16s 20s

コル セ ッ ト 8sto16s 20s

毛皮縫製 7stol4s 18s

同一冬 期 4sto7s

マ ッチ 8sto13s 17s
o

ロ ー ブ 8stolls 11s

傘 10stol8s 20s

即興:C.EColleも"Women'sWork",CBooth,LifeandLcろouyinLondon,
vol.4,1902,P.318.

このことはこの時代に商務省の通信員や主任調査員 として活躍し、女

性公務員の草分け とな り、女性労働について多 くの調査 ・研究のあるC.

コレットの場合 も同様である。彼女はC .ブースのロン ドン貧困調査に加
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わ りい くつ か の 報 告 を 書 い て い る。 そ の う ち の 一 つwomen'swork(3')

で 、表2を 掲 載 し て い る。要 求 さ れ る能 力 や 技 能 も違 うに もか か わ らず 、

最 高 賃 金 が どの 職 種 で も ほ ぼ 同 じ、 つ ま り頭 打 ちに な っ て い る こ とに 注

目 して 、 そ の 原 因 を探 っ て い る。 つ ま り帽 子 の 製 造 や 製 本 は 、 ジ ャ ムや

マ ッチ を作 るの よ り も は る か に 技 術 を 必 要 とす るの に 、 賃 金 は ほ ぼ 同 じ

な の は 何 故 か 、 とい う こ とで あ る。 しか しこ の よ うな 問題 提 起 に もか か

わ らず 、 結 局 は、 問題 は低 賃 金 で は な く、 む し ろ そ の不 規 則 性 や 待 遇 な

の だ と結 論 づ け られ 、 低 賃 金 そ の もの が 問 題 と な る こ とが な い の で あ

る(32)。

そ もそ も、 こ の 時代 の女 性 運 動 の 中 心 人 物 で あ っ た デ ィ ル ク夫 人 が 、

「一 般 に 女 性 は扶 養 者 で は な く、 また 男 性 と 同 じほ ど長 時 間 、ハ ー ドに働

け な い の で 、 同一 賃 金 を要 求 す る 立場 に は な い 。 ま た そ れ につ い て の公

の 支 持 もな い㈹ 」と して い た の で あ る。

ヴ ィ ク ト リア 時代 の フ ェ ミニ ス ト達 の 代 表 的 雑 誌 で あ り、 女 性 の雇 用

に 対 して 重 大 な 関 心 を も ったEnglishWomen'sReview(34)は1872年4月

号 でWomen'swages(35)と 題 す る論 文 を掲 げ て い る。 そ こ で は女 性 の 賃

金 が 女 性 自 身 を支 え る の に は るか に 足 りな い 状 況 が 、 ア メ リカ や 大 陸 諸

国 の 現 状 を取 り混 ぜ な が ら紹 介 され て い る が 、 そ の 最 後 を ア メ リカ 、 マ

サ チ ュ セ ッツ州 の 労 働 局 の 報 告 書 を引 用 して 締 め く くっ て い る。「女 性 に

その 労働 に ふ さわ しい額 が 支 払 わ れ 、 新 しい 雇 用 が 開 か れ そ の 雇 用 が促

進 さ れ て の み 、 女 性 は 自身 の 主 人 とな っ て 、 奴 隷 の よ うな状 況 か ら脱 す

る こ とが 出来 る㈹ 」 と。 この よ う な認 識 は 、 当 時 の イ ギ リス で は な か っ

た もの な の で あ る。

女 性 の 賃 金 を問 題 と し て本 格 的 に 取 り上 げ た最 初 の 人物 は 、 お そ ら く

S.ウ ェ ッ ブ で あ ろ う(37;。彼 は女 性 の 低 賃 金 につ い て 、 そ れ が 本 当 に 生 産

性 の 低 さ とは 関 係 が な い の か ど うか 、 また そ れ が 雇 用 主 に とっ て 利 益 と

な っ て い るか ど うか は 明 白 で な い と して 、 賃 金 格 差 の実 態 、 そ の 原 因 の

解 明 を 目指 した。 結 論 と して は 量 的 また は 質 的 生 産 性 の低 さが 低 賃 金 の



80

理由であるとしなが らも、慣習が影響 しているとい う面 も否定 していな

い。 したがって改善策も人的資本を高めるための教育 ・訓練 と並んで、

意識の改革が求め られることになる。低賃金によって雇用主は必ずしも

利益 を得 ているのではな く、これは産業に対する一種のパ ラサイ トであ

るとい う指摘は、そのとお りであるが、 しか し女性に とっての低賃金の

意味は触れられていない。低賃金は女性以外にも起 こりうる`寄生労働 の

現象であるという指摘 も見え㈹ 、女性固有の低賃金 という意識はないの

である。総 じてS.ウ ェッブの見解は、慣習の側面を認めつつ も、女性の

低賃金 を人的資本の差であるとす るものである㈹。これはある意味では

人々に受け入れられやすい見解である。人的資本の差が賃金の差である

とすれば、それは合理的な差 ということになるのである。

19世紀 も末になると、産業上の海外か らの競争激化や帝国主義戦争 と

いう新たな要因が、女性の賃金についての問題意識の欠如に、拍車をか

けることになった。一体賃金は個人の能力に基礎 をお くべ きなのか、そ

れとも必要に応 じた社会的な要請にお くべ きなのか、の議論の中でラウ

ン トリーは、自身の貧困調査をもとに次のように述べている。「最 もまじ

めで働 き者の労働者の多くでさえ、必要な食料の4分 の3し か賄えない

ような賃金 しか得ていない限 りは、高い商業的な成功は到底不可能 なの

である(40)。賃金は何 よりも、効率的な労働者を生産するとい う社会的要

請に基づいて決め られなければな らなかったのである。 とすれば、女性

の賃金がその能力ではなく、社会の慣習によって決め られても、何 らの

問題はない。

このように、イギ リス社会において女性の低賃金 を問題だとする考 え

は、ほ とんどなかっf`(41)。その中で例外的 ともいえるのはブラックであ

る。既婚女性の、特に幼い子供 を持つ母親の雇用が、社会的な害悪であ

るとみなされる風潮の中で、既婚女性の状態を調査 した彼女は 「悪いの

は既婚女性の、賃金のための労働ではなく、長時間労働 をせ ざるを得な

いように している低賃金こそが問題 なのだ(42りと言い切 っている(43)。ブ
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ラックはこれに先立つ1888年 にTUCの 大会において、男女同一賃金の

要求 を提案 し、それは全会一致で承認 された。 しか しその動議 を支持 し

たジャギンズは、女性の雇用労働 を禁止せよとおおっぴらに主張 してい

た、当時すでに唯一 とも言える人物だったのである。 このことは、男女

同一賃金がどのような意図で受け入れられたかを物語 っている。つま り

同一賃金は、女性 を排除す るための手段 として考 えられているのであっ

て働 、その限 りで支持 されている。男女平等の観点か らの提案者、ブラッ

クとは発想がまった く異なってお り、この提案が支持 を得 たのは、決 し

て彼女の意図が受け入れ られたためではなかった㈹。付言す るならば、

平等 という観点から女性の賃金が変わ り始め るのは、 ようや く1970年 の

差別撤廃法の制定 をまってのことなのである㈹。

ただ しこの低賃金が、 ま・つたく問題にならなかったとい うわけでもな

い。1909年 には、最低賃金法の制定があった。19世 紀の末イギ リスでは

貧困が多 くの社会調査 で発見されたが、そこで明 らか となったのは、貧

困は酒飲みで怠惰な労働者によってもたらされるのでな く、長時間を驚

くべ き低賃金で働 く人々の世界だということだった。それは苦汗労働 と

呼ばれ、人々の注目するところとなった。問題はそこでの不衛生極ま り

ない労働環境が、病原菌の温床 となって顧客にまで運ばれ ることであっ

た。 またそこでの仕事場 と家庭 とが渾然 となった乱雑 さが、貧弱な国民

を育てることであった。帝国主義の時代にあって、このような国力の弱

体化 とも関連づけられた苦汗労働は、にわかに注 目を集め、その改善策

として最低賃金法が設定 されたのであった。今 まで自由主義の建前のも

とで、女性 ・子供以外への国家の介入を拒み、またその女性 ・子供への

介入にして も労働時間を中心 としていたその介入 を、男女へ、賃金へ と

広げたその意義は大 きいかに見える。だが当初 その対象 となったのは4

つの職種 だけであ り、かつその目的 も最低の生活費を保証するのではな

く、本来の労使間の団体交渉 を行 えないところに対 してそれを補完する

という限定的な ものであったことには注意しなければならない働。
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が、何 よりもここで問題 なのは、委員会で設定 された最低賃金が男女

で違 うことであった。男子服仕立業の場合、1時 間あた り男性6ペ ンス、

女性31/4ペ ンスと決 まった。 この場合週50時 間働 いたとして、週給

は男子25シ リング、女子13シ リング6ペ ンスとなる。 どの ような仕事 を

行 っているかではなく、その仕事 を行 っているのが、男性か女性かで賃

金が決められたのである。加 えて、例 え女性が50時 間働 いたとして も、

その賃金はキャ ドパ リー言うところの一人当た り最低生活費14～16シ リ

ングを超 えるものではなか ったのである。女性の低賃金が、法制度 とし

て認め られたのであ り、それを是正す る視点はここにはない。

第3章 女性の低賃金の意味するもの

以上の ように女性の低賃金は、ほとんど問題視 されることなく受け入

れ られていた。それは、これが多 くに とって利益 を意味 していたか らに

他ならない。 ここで女性の低賃金の意味したところの ものについて注目

したい。

まず資本にとってである。彼 らに とって低賃金労働の存在が、それ自

体好 ましいものであるこ とはいうまで もない。だがそれだけではなかっ

た。一方で資本はインセンティブの高い労働力をも必要 としていた。そ

れを、家族を通 して作 り出そうとしたのである。

ラスレットやマクファーレンによる研究成果によれば、イギ リスの家

族はすでに16世 紀には小規模 な核家族で、生産 の一単位 としての機能 も

もってはいなかった(48)。工業化にはるかに先んじて、近代的な家族 を作

り出 していたのである。では工・業化の家族に対する影響は どこに求めら

れるのであろうか。それは家族の生活がます ます賃金労働に依存す るよ

うになったことである。ただ しこの賃労働への依存は必ず しも急激に進

んだわけではない。雇用主に とって労働者のプロレタ リ化 を進めること

だけが利益 となるわけではないのである。完全にプロレタリア化 した労
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働者は、ある意味では高 くつ く。片足を自給的生産に置 くような労働者

のほ うが、低賃金で雇用可能であり、雇用主にとっては望 ましいのであ

る。だがプロレタ リア化 していない労働者は、労働力 としてはインセン

ティブにかける労働力でもある。一方でプロレタリア化 していない低賃

金労働者、一方でプロレタ リア化 したインセンティブの高い労働者、 こ

の矛盾 した労働力 をどう確保するかが、資本にとっては問題 となる。そ

のために 「男性扶養家族」 を単位 とし、その中で男子は完全にプロレタ

リア化 をはかって高賃金 を与え、女性 ・子供は男性の被扶養者 として半

プロレタ リア化 して低賃金労働者 とし、全体 としての家族 は半プロレタ

リアを抱 え込むことで、賃金の縮小を可能 とするという構造 を想定す る。

女性の低賃金は、資本に とって コス ト削減の意味があると同時に、男性

のインセンティブを増大 させ る手段 としての意味をもつことになる。

この構造が男子労働者にとって好 ましいものであったことは言 うまで

もない。労働市場におけ る自己の優位性を維持できるし、それは家庭に

おける優位性をも保証す る。問題は女性である。女性に対 してこれは大

いなる矛盾を突 きつけることになるが、それについては別稿での課題 と

し、次の点だけを確認 してお く。低賃金労働者たることは個人としては

不利益 を抱え込むことになるが、家族の一員 としてみれば、被扶養i者と

して生活の保証 を得 たことに もなる。賃金の稼 ぎ手 を夫と規定 し、彼は

家族の扶養に責任 を持つ。一方妻は家庭の管理に責任 を持つ とい う家族

像、この家族像は、今 までは必ず しも自明のことではなかった。工業化

以前の社会においては、子供たちは12、3にもなれば親元を離れ、以後戻 っ

て くることはなかった。工業化によってはじめて子供達の雇用の場が住

居の近 くに提供 され、子供達が家にとどまるようになったのは、M.ア ン

ダー ソンのつ とに指摘す るところである(49)。また妻の扶養 が法的に規定

され るのも、1834年 の救貧法の改正においてなのである(50)。生存の単位

を、子供 を含めた家族 とする仕組みがようや くこの時期に出来た。その

中で自身の福祉 を最大にするには、必ず しも雇用労働 での 自己の賃金だ
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けが問題なのではないという判断 も女性にはありえたのである。

だがこの構造の最大の問題は、これが低賃金を求める雇用主に、利用

されることである。たしかに一部の資本家は、よ り質の高い定着力のあ

る労働力を求めていたが、他方、安 い労働力によって競争 を挑 もうとす

る資本家 も、常に存在 している。 その資本家に とって安い労働力たる女

性は大きな魅力であった。男性 を女性によって代替 しようとの資本によ

る試みは、既述のように常に労働争議を引き起 こしていたのである。19

世紀の雇用関係は、ある意味ではこれにどう対処す るかの歴史であった

といって もよい。

お わ りに

以上のように、イギリスの工業化は女性の低賃金 を前提 として、展開

した。 このことが問題視 されることな く受け入れ られたのには、それぞ

れの階層に とっての理由があった。だが一方でそれは社会 の撹乱要因と

もなった。また女性にとって も、その低賃金が常に利益 を意味 したわけ

でもないのはいうまでもない。それは独身女性が生 きるのを困難にさせ

たし、家族の扶養 を負わ された男性にも大きな負担を課すことになる。

このような問題点を抱えた女性の低賃金を、社会に どう組み込 んで行 く

かが、19世 紀イギ リス社会の課題 となったのである。

〈注 〉

(1)Separatesphereの イ デ オ ロ ギ ー の 形 成 に つ い て は 、R.B.Shoemaker,

GenderinEnglishSociety1650-185L'TheEmergenceo}SeparateSphere:

London,1988を 参 照 。

②19世 紀 の 労 働 者 階 級 の 家 計 に お い て 、 い か に 子 供 や 妻 の 経 済 的 寄 与 が 必 要
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